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平成２９年１０月新城市教育委員会定例会会議録 

 

１ 日 時 １０月１９日（木） 午後２時３０分から午後３時２５分まで 

 

２ 場 所 開発センター ２階 農林漁業研修室 

 

３ 出席委員 

和田守功教育長 安形茂樹教育長職務代理者 川口保子委員 瀧川紀幸委員 

原田純一委員 花田香織委員 

 

４ 説明のため出席した職員 

林教育総務課長 

牧野学校教育課長 

櫻本生涯共育課長 

熊谷生涯共育課参事 

加藤生涯共育課参事 

 

５ 書 記 

杉浦教育総務課副課長 

 

６ 議事日程 

開  会 

日程第１ ９月会議録の承認 

日程第２ １０月の新城教育 

（１）教育長報告 

（２）１０月の行事・出来事 

日程第３ 議 案 

第16号議案 新城市教育委員会事務局組織規則の一部改正について（教育総務課） 

第17号議案 新城市学校施設使用規則の一部改正について（教育総務課） 

第18号議案 新城市立幼稚園管理規則を廃止する規則について（教育総務課） 

第19号議案 新城市教育委員会公印規則の一部改正について（教育総務課） 

日程第４ 報告事項 

（１）鳳来寺山自然科学博物館の特別展「東三河の大地からの恵み展」開催について 

（生涯共育課） 

日程第５ その他 
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○職務代理者 

それでは、時間が多少遅くなりました。ただいまから１０月の定例教育委員会会議を始めたいと思

います。 

 

日程第１ ９月会議録の承認 

○職務代理者 

最初に、９月の会議録の承認について、お願いします。 

 

日程第２ １０月の新城教育 

○職務代理者 

それでは、１０月の新城教育、最初に教育長報告をお願いします。 

○教育長 

秋の週末は、スポーツ・文化のイベントが土日、めじろ押しですけれども、どうも異常気象で土日

天気に恵まれないということで、ちょっと順調にというわけにいかない事情があるわけですけれども、

何とか天候が回復しないかなということを思っております。 

３点、お願いします。 

１点目はスポーツに関して。駅伝シーズンですけれども、この１０月１４日土曜日に中学校の市内

駅伝大会が総合公園で開催されまして、そんな中で、新記録が出ました。３０００メートル９分１１

秒という記録を出しました。１０分切ってもすごいという中で、この記録を出しているわけですので、

今後チームとしての活躍を期待したいと思っております。東三大会がこの後１０月２８日、県大会が

１１月１８日、それから市町村対抗駅伝大会が１２月８日に行われる予定です。 

本年度県大会が、新城市で行われることになりました。新東名・新城インターチェンジができたと

いうことで、県下どこからも非常に利便性がいいと、インター出てすぐ総合公園があるということで、

総合公園で今後行われるということになりました。全県下で、男子５０、女子５０の合計１００チー

ムが参加しますので、その引率、保護者、応援団等含めると、５，０００人近い人数の方が新城を訪

れてくれるんではないかなということを思います。駐車場は手狭になるものですから、ふれあいパー

クほうらいも使って進めていくということで、今関係者が準備を進めております。 

２点目は英語教育です。小学校から英語活動、英語科が始まるといったことで、英語に関する教育

熱が盛り上がっているわけですけれども、先だって、１０月７日に中学生の英語スピーチコンテスト

がありました。関係の保護者とか先生方だけの集まりだったんですけれども、その内容は非常にレベ

ルが高くすばらしいものでした。 

英語という言葉を通して、自分の感情、思い、考えを伝えるんだということが、それぞれの選抜さ

れた選手によって表現されておりました。ああいった会議の様子をぜひビデオ等に撮って、中学校に

還元するとか、あるいは小学校の教育の中で生かすといったようなことがされるといいなということ

をつくづく思いました。 

いずれにいたしましても、小学校の英語については、次の４月から移行期に入るわけですけれども、

何とかいいスタートが切れるように、新城なりの準備を進めていきたいと思います。 

３点目ですけれども、人事、服務等にかかわることなんですけれども、昨日県の教育委員の皆さん
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と、代表教育長との教育懇談会がございました。その中の話題として、現場の多忙化にかかわる働き

方の問題と、新城市から提案しました育休中のキャリアアップの問題、このことについて、非常に密

度の濃い議論が交わされました。 

働き方については、いろんなところで話題になっておりますように、国から求められる教育内容と

いうのが、非常に増えているにもかかわらず、現場の教員定数が変わらない。それ以上に、講師や再

任用、あるいは育短等の数が増えてきて、なかなか現場が苦しい状況にあると。定数の先生方への負

担がどんどん増大するというような現状にあるといった中で、どう円滑な教育を進めていくかという

ことでございます。多くの案が出されましたけれども、県でも働き方改革の指針を出しているんです

けれども、具体的な成果として何が出せるかといったようなこと、新城市なりに今後さらに詰めてい

きたいと考えております。 

もう一つは、育休中のキャリアアップということで、２５歳から３５歳、この年代を見ますと新城

市の場合５２％が女性です。そのうち、今４８％が育休、産休をとっております。また、全女性の７

８％が新しく結婚されたり既婚ということで考えてみますと、今後、その年代の８割ぐらいが産休、

育休をとるという状況にあるわけです。 

産休育休をとる、出産するということはとてもいいことなんですけれども、その育休期間が、子供

が１人だけだったら３年までなんですけども、育休中に第２子ができるというようなことでそれが４

年、５年にわたるといったような状況が多数生まれております。そのこと自体いいんですが、優秀な

若い女性の先生方が、そこで５年、６年、７年休んでしまうと、この教育改革の非常に激しい中にお

いて、それへの適応、あるいは指導力、教師力といった部分での後退を考えると、育休中に何等かの

マンパワーをアップするための研修ができればいいんですけれども、旧育児休業法の中ではそういっ

たことが認められていないわけです。 

それで、この１０月１日に新しい介護・育児休業法が施行されたものですから、その中では円滑な

現場復帰を目指すための手だて、適切な研修等の手だてが望ましいと書いてあるわけです。ゼロ歳、

１歳は母親がつきっきりで育児に専念することが大事なんですが、２歳ぐらい以上になってくれば、

何らかの時間的な余裕も出てくるし、あるいは、母親のかわりに父親が育休とって、育児に関してシ

ェアするということがあってもいいと思うんですよ。それで、同業ならますますそうしてほしいなと

思うんですけれども、とにかくその休業期間が長期に及ぶ中で、キャリアアップの機会を何とかつく

らないと、それが例えば、県の教育センターからのイーラーニングでもいいし、各学校における研究

会でのテレビ会議の参加でもいいし、いろんな方法が負担にならない中でできると思うんですね。 

ただし、法律の趣旨からいうと、教育委員会でそれをやるということは、これは絶対できませんの

で、本人の希望により望めばそういうことができるという対応をとってほしいということを県に言っ

たんですけれども、県はまだ現行法施行されたばかりで、今後検討しますという回答なわけなんです。

その育休をとっている方々が学校現場に復職すると、育短をとるわけですね、育児短時間休業。そう

すると、例えば午前中だけ勤務して、午後は育児で帰ってしまうということになると、学級担任がで

きないという状況になります。 

そうなるとどうなるかというと、小さな学校で、例えば単式学級ばっかりの６学級といったところ

で、育短が２人も３人も出てくるというような状況になると、学校経営上支障を来すということにな

ってくるわけですね。それから、育休をとっている、育短をとっているその先生の代わりの時間は、
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講師、非常勤が入る状況になってくるわけです。そうなると、やはり育休中のキャリアアップといっ

たようなことも、どうしても必要になってくるということを考えるわけです。 

それから、新城市が積極的に新任３年目で、異校種人事を進めているんですが、先だっても新城中

学校へ行きましたら、教職員のうち中学校ばっかり経験している人は２人で、後は前任校が小学校だ

という人が半分以上という形で、現職研修進めてみえたんですけれども、やはり小学校経験は、きめ

細かに子供を見るとか、あるいは現職研究についてきちっと子供に基点を置いて話し合う、あるいは

積極的にお互いにフランクな立場で教科を超えて話し合うといった部分で、いい面があらわれている

なということを思いました。 

これから、人事の季節に入ってくるんですけれども、育休をとってみえる方々について、あるいは

今後とられそうな方について、そういったことも考慮できるよう、校長先生のほうからお話できれば

進めていただきたいということを考えております。 

以上、３点です。 

○職務代理者 

ただいまの教育長報告につきまして、御質問や御意見ありましたらお願いします。特によろしいで

すか。 

では、ないようですので、次の１０月の行事・出来事に入りたいと思います。 

最初に、教育総務課、お願いします。 

○教育総務課長 

それでは、よろしくお願いします。１ページをごらんいただきたいと思います。 

１０月の行事につきましては、こちらに書いてあるとおりですが、１点、修正をお願いしたいと思

います。上から５段目の長篠こども園の視察ですが、１７日の火曜日と記載してありますが、１３日

の金曜日でしたので修正をお願いいたします。 

１０月１日には、市功労者表彰式、教育委員会表彰ということで、教育委員会表彰１名と１団体の

方の表彰をさせていただいております。 

１１月につきましては、７日の火曜日に臨時教育委員会会議、９日の木曜日に千郷東こども園視察、

２２日水曜日、定例教育委員会会議、２７日月曜日、総合教育会議がございますので、皆様御予定を

よろしくお願いいたします。 

以上です。 

○職務代理者 

ちょっと待ってください。今１１月７日に臨時教育委員会会議だったんですか。６日じゃなかった

ですか。 

○教育総務課長 

６日ですか。 

○教育長 

６日だね。 

○教育総務課長 

済みません。６日の月曜日に修正してください。 

○職務代理者 
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では、学校教育課、お願いします。 

○学校教育課長 

１０月の平日ですが、そこにあります研修、学校訪問、小学校の陸上大会が行われました。 

昨日は、へき地複式教育研究協議会ということで、鳳来寺小学校を会場にして県内の先生方が集ま

って授業公開等が行われました。 

その後の２６日、新城市研究委嘱校研究発表会につきましては、研究の冊子等を本日お渡しします

ので、担当校に御出席をお願いいたします。 

２７日は、教育委員と教職員との懇談会がございますので、よろしくお願いします。 

来月ですが、平日に校長会議、土日に文化祭、学習発表会等が予定されております。 

３日が千郷中、１１日が新城中、八名中、他の３中学校については４日ということになります。小

学校につきましては、割愛をさせていただきます。 

以上です。 

○職務代理者 

生涯共育課、お願いします。 

○生涯共育課長（共育・文化財） 

それでは、生涯共育課、まず共育係の行事について報告いたします。 

まず平日の欄ですが、１３日東三河連携講座ということで「柿本城・満光寺」の講座を山吉田地区

で開催しました。東三河全域から４０名の参加者がございました。講師は地元の柿本城武将隊の皆さ

んに務めていただいております。 

続いて、本日と明日になりますが、全国公民館研究集会・東海北陸公民館大会が石川県で開催され

ておりまして、教育部長が分科会の司会者として参加しております。 

また、本日の午前中には、今年度２回目の社会教育審議会、公民館運営審議会が開催されました。 

次に、右側の欄で、７日に日本ＰＴＡ東海北陸ブロック研究大会が福井県で開催され、本市のＰＴ

Ａの会長、書記、及び担当職員が出席しております。 

また、１５日の夜は、１回目の成人式代表者会を開催しました。成人式は、来年１月７日の開催予

定でございますが、その内容についての話し合いを始めております。 

次に、来月の予定ですが、１３日に本年度２回目の家庭地域教育推進協議会を開催いたします。 

右の欄にいきまして、１１日に愛知県子ども会大会へ、本市の子ども会役員が参加する予定です。 

１９日は、市子連・市Ｐ連合同でのチャレンジまつりが、青年の家で開催されます。 

２５日は、共育講座「男の料理」を開催します。今回は、おつまみ数種類をつくる予定です。 

２６日は、新城設楽地区子育て支援地域交流会が、設楽町津具総合支所で開催されます。各学校、

教職員、ＰＴＡ役員などが参加する予定です。 

続きまして、資料館・保存館の報告ですが、２３日まで保存館の秋の特別展「近藤登之助」展、そ

して、１１月２６日までは、資料館で特別展「霊峰鳳来寺山」展を開催しております。 

２日は、長篠城址史跡保存館運営審議会を開催しました。 

右側の欄で、２１日に保存館歴史講座「松平」の３回目を開催します。 

来月になりますが、１８日は歴史講座「松平」４回目、それから、２５日には資料館・ふみの蔵コ

ンサートを開催します。今回は、ギターの演奏を行う予定です。 
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以上です。 

○生涯共育課参事（スポーツ・文化・図書館） 

それでは、スポーツ係から。まず平日ですが、本日、社会教育審議会が午前中に行われました。 

土日夜ですが、３日火曜日にスポーツ推進委員の定例会を実施しました。 

７日日曜日に、第３回市長杯グラウンドゴルフ大会を桜淵にて行われました。 

９日月曜日、体育の日でありますが、第５０回市民歩こう会を作手地区で行われました。参加者は、

申し込み２９８名に対して２６８人、延べ役員を入れて３７６人の参加のもと盛大にできました。 

１４日土曜日にこどもすぽーつくらぶ、１７日火曜日、第２回の愛知駅伝選手選考打合せ会、夕方

には全国大会出場選手の市長激励会も行いました。 

次に、来月のスポーツ関係の行事ですが、９日、１０日の２日間、スポーツ推進委員の全国大会と

いうことで、会長をはじめ役員４名で、茨城のほうへ行出かけます。 

１１日土曜日、こどもすぽーつくらぶを実施します。 

１６日木曜日、スポーツ推進委員の総務委員会を行います。 

２３日木曜日、祝日ですが、第１２回愛知県市町村対抗駅伝競走大会の試走会と、試走会から帰っ

てきましたら壮行会を予定させていただいています。なお、本大会は１２月２日土曜日に大会が行わ

れます。 

次に、文化係の関係ですが、１７日火曜日に新城地域文化広場指定管理運営協議会を実施しました。 

同じ日に、引き続き市民文化講座の運営委員会を行っております。 

１日日曜日ですが、こぱんだウインドアンサンブルということでクラッシックコンサートを文化会

館で実施させていただきました。 

３日火曜日には、第６回の新城歌舞伎実行委員会を夜行いました。 

来月の予定ですが、１２日日曜日に第４２回の新城音楽祭を文化会館の大ホールにて行わさせてい

ただきます。 

１９日日曜日には、第３０回新城歌舞伎を文化会館で１０時３０分の開演で行われます。 

次に、図書館の関係でありますが、毎月第３土曜日には、英語と日本語ということで読み聞かせ会、

第２土曜日には紙芝居の上演、毎週日曜日の午前１０時と午後３時からビデオ上映会を行っています。 

次に、１４日土曜日ですが、２期若者議会の提案事業ということで、ナイトライブラリーの第２弾、

「謎解き×図書館～図書館長を探せ～」ということで、夜７時から行わせていただきました。 

７日から３１日、図書館開館３０周年記念行事ということで、作品展示の折り紙・パステルアート

等を２回、多目的スペースで行っております。 

２１日土曜日には、図書館開館３０周年記念行事として大人対象の朗読会いうことで、音響という

方々に行っていただきます。 

来月の予定でありますが、１０日金曜日に愛知県公立図書館協議会に館長が出席をいたします。 

あとは、第３土曜日の読み聞かせの会、第２土曜日の紙芝居の上映会、毎週日曜日のビデオ上映等

行っていただきます。 

３日金曜日、祝日ですが、図書館開館３０周年記念行事「絵本と絵について」ということで、絵本

作家のかべやふよう氏を招いて実施いたします。 

１７日、１８日には、大人の消しゴム版画「年賀状を作ろう」ということで、講師に林亨氏を招い
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て、午後１時半から行うことになっております。 

以上であります。 

○生涯共育課参事（博物館） 

続きまして、鳳来寺山自然科学博物館について報告いたします。 

まず、平日ですが、２日には、鳳来中部小学校の校外体験学習を受け入れております。 

１６日には、黄柳野高校のグレートアースということで、黄柳野高校と博物館を利用したキノコ学

習を行っております。 

１８日には、東三河ジオパーク構想の専門部会を開催しております。 

１９日には、ＪＡ愛知東のやまびこ大学の「学び塾」で、やはりこれもきのこの観察会を、博物館

と野外で行っております。 

２４日から２６日には、日本ジオパークネットワークの全国大会が秋田県で行われまして、出席し

てまいります。 

土日祭日夜になりますが、１日には東三河ジオパーク構想シンポジウムとミニジオツアーを設楽町

で開催をいたしました。６７名の参加がありました。 

８日には、野外学習会「秋の作手高原のきのこ」を開催いたしました。 

２９日には、「設楽原の地形と戦跡めぐり」を予定しております。 

来月の予定ですが、１日から特別展「東三河の大地からの恵み」展を開催し、来年の２月２８日ま

で行います。 

８日には、これも東三河ジオパーク構想の取り組みですが、南アルプスジオパークへの視察に行っ

てまいります。 

２２日には、生物多様性セミナーのバスツアーの受け入れ。 

そして、９日には学術員の主任者会を開催いたします。 

土日祭日夜について、まず５日、ジオツアー「渥美半島の地形・地質見学」を開催いたします。 

１１日には、東三河ジオパーク構想でのジオツアーになります。「海・山めぐり蒲郡ツアー」を行い

ます。 

１８日には、博物館の夜間開館ということで、ナイトミュージアム、２５日と２回行います。 

そして、１９日には野外学習会「宇連川沿いの紅葉」の観察会を行います。 

１９日から２０日にかけては、日本ジオパークネットワークの中部ブロック大会が飯田市で行われ

まして、そちらに参加してまいります。 

２３日から２６日には、秋のもみじまつりの期間に合わせまして、ミュージアムフェスティバルを

博物館で開催する予定です。 

以上です。 

○職務代理者 

ありがとうございました。それでは、今の各課の行事・出来事につきまして、御質問や御意見あり

ましたらお願いします。 

それでは、私からちょっと細かいことですが、生涯学習課の２５日の共育講座「男の料理、お酒が

輝くおもてなしオツマミ」は、これは親子対象じゃないですね。男性、お父さんだけですよね。 

○生涯共育課長（共育・文化財） 
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そうです。 

○職務代理者 

共育講座っていう名称で、こういうオツマミをつくるというのは、共育講座とつながるのかな、ど

うなんでしょう。 

○生涯共育課長（共育・文化財） 

今回は、大人の対象の講座にはなりますけれども、それから、女性の大人の対象でバレンタインの

講座なども計画しておりますが、子供ということではないんですが、生涯学習という部分も含めて今

年度共育講座として組んでおりますので、こういう名称がついております。 

○職務代理者 

募集はどういう方法でしたでしょうか。学校を通して募集でしたか。 

○生涯共育課長（共育・文化財） 

広報で募集しています。 

○職務代理者 

これは広報なんですね。 

○生涯共育課長（共育・文化財） 

そうです。 

○職務代理者 

それならいいですが。オツマミというと、これちょっと気になったものですから。 

あとよろしいですか。 

はい、それでは、日程第３の議案に入りたいと思います。 

 

日程第３ 議案 

○職務代理者 

最初に、第１６号議案の新城市教育委員会事務局組織規則の一部改正について、教育総務課お願い

します。 

○教育総務課長 

それでは、今回４議案上程させていただいております。 

まず、第１６号議案でございます。別添の第１６号議案と書いている資料を見ていただければと思

います。 

今回上程させていただくのは、先の９月議会におきまして、保育所・学校設置条例の一部改正がご

ざいまして、新城幼稚園がこども園になるということが可決されました。それに伴いまして、規則に

あります幼稚園の文言を整理するものでございます。 

まず、第１６号議案につきまして、新城市教育委員会事務局組織規則の一部改正でございますが、

ちょっと読まさせていただきます。 

新城市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則。 

新城市教育委員会事務局組織規則の一部を次のように改正する。 

別表教育総務課の事務分掌中第７号を削り、同事務分掌第８号中「、幼稚園」を削り、同号を同事

務分掌第７号とし、同事務分掌中第９号を第８号とし、第１０号から第１３号までを１号ずつ繰り上
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げ、同事務分掌第１４号中「並びに生徒」及び「児童及び幼児の」を削り、同号を同事務分掌第１３

号とし、同事務分掌第１５号中「及び幼児」を削り、同号を同事務分掌第１４号とし、同事務分掌中

第１６号を第１５号とし、第１７号から第２１号までを１号ずつ繰り上げる。 

附則、この規則は、平成３０年４月１日から施行する、というものでございます。 

教育委員会事務局組織規則の改正につきましては、以上でございます。 

○職務代理者 

幼稚園がこども園に変わるので、文言の整理ということで規則を改正するということです。 

では、第１６号議案につきましては承認していただける方、挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

○職務代理者 

では、満場一致です。よろしくお願いします。 

では、続いて第１７号議案の学校施設使用規則の一部改正について、学校総務課お願いします。 

○教育総務課長 

それでは、７ページをごらんいただきたいと思います。 

第１７号議案、新城市学校施設使用規則の一部改正。 

新城市学校施設使用規則の一部を改正する規則を次のように定めるものとするものでございます。 

第１条中「及び幼稚園」を削る。 

様式第１中「学校（園）」を「学校」に改める。 

様式第２及び様式第３中「学校（幼稚園）」を「学校」に改める。 

附則、この規則は、平成３０年４月１日から施行するというものでございます。 

理由としましては、先ほどの理由と同じです。 

以上です。 

○職務代理者 

では、承認していただける方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

○職務代理者 

ありがとうございました。では、承認されましたので、次に移りたいと思います。 

第１８号議案の新城市立幼稚園管理規則を廃止する規則についてお願いします。 

○教育総務課長 

２１ページをごらんいただきたいと思います。 

第１８号議案、新城市立幼稚園管理規則の廃止。 

新城市立幼稚園管理規則を廃止する規則を次のように定めるものとするということで、こちらにつ

きましては全文を廃止するというものでございます。 

以上です。 

○職務代理者 

廃止するための規則ということです。 

では、賛同いただける方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 
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○職務代理者 

ありがとうございました。承認されました。 

では、第１９号議案、新城市教育委員会公印規則の一部改正について、同じく教育総務課長お願い

します。 

○教育総務課長 

２２ページをごらんいただきたいと思います。 

第１９号議案、新城市教育委員会公印規則の一部改正。 

新城市教育委員会公印規則の一部を改正する規則を次のように定めるものとするものでございます。 

こちらにつきましては、別表園印の項及び園長印の項を削る。 

附則、この規則は、平成３０年４月１日から施行するものでございます。 

以上です。 

○職務代理者 

よろしいでしょうか。旧のこども園、園長の印を削除するということです。よろしいですか。 

では、賛同いただける方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

○職務代理者 

ありがとうございました。承認されましたのでよろしくお願いします。 

議案につきましては、以上です。 

では、続いて日程第４の報告事項に入りたいと思います。 

 

日程第４ 報告事項 

○職務代理者 

最初に、鳳来寺山自然科学博物館の特別展についてお願いします。 

○生涯共育課参事（博物館） 

お手元に、白黒のポスターがあります。「東三河の大地からの恵み展」ということで、１１月１日か

ら年が変わって２月の末まで行うものです。 

このポスター、まだ完成形ではないものですから、少し補足という意味でカラーの資料をつけさせ

ていただきました。「めざそう 東三河のジオパーク」という資料の、特に裏側の東三河のジオのみど

ころを見ていただくと、趣旨がわかりやすいかと思うんですけども、大地からの恵みということで、

地質的なことだけではなくて、東三河のジオの魅力、これが食であったり、地下資源、鉱物であった

り、温泉だとか、文化、そういったものも今回の特別展で紹介しようとするものです。今回は、鉱物

が中心なような印象がありますけども、幅広く紹介をしていきたいと思っています。また展示会が始

まりましたら、見学に来ていただけるとありがたいです。 

以上です。 

○職務代理者 

「東三河の大地の恵み展」についての御案内です。よろしいでしょうか。どうぞ。 

○委員 

これ、「大地の」ではなくて、「大地からの」なんですか。 



11 

○生涯共育課参事（博物館） 

「大地からの」です。 

○職務代理者 

「大地からの恵み展」が正しいんですね。１１月１日からということです。 

あと、よろしいですか。 

では、もう１点、学校閉校方式の実施についてということでお願いします。これは、学校教育課で

すか。 

○学校教育課長 

はい、お願いします。 

お手元に、Ａ４、１枚で表に（案）と書いたもので、夏季休業中の行事なし日における学校閉校方

式の実施について（依頼）ということで、お配りをさせていただきました。 

県の働き方改革の中に、お盆の期間は学校を閉じて、何かあるときには教育委員会に連絡をすると

いうことを今後検討していきますということが書いてあります。来年度、本市もこのような形をとっ

ていきたいということで考えております。事前に、教育委員の皆様に知っておいていただきたいとい

うことで、本日は報告させていただきます。 

以上です。 

○職務代理者 

この件につきまして、御質問ありますか。お願いします。 

○委員 

私もちょっと言葉にこだわるんだけど、閉校というと、今までいろんな学校が閉校してきちゃった

んだけど、これって閉鎖、今どういう言葉がいいのか検討していただければいいし、また県とか文科

省のほうからくれば、その言葉に準ずればいいけど、閉校っていうと学校がなくなっちゃうかなって

いう感じがしてしようがない。 

○教育長 

閉庁を使ってるところもあるね。 

○学校教育課長 

これは、県から正式文書が来るとき正式名称が記載されてくると思いますので、そちらに合わせて

いきます。 

○職務代理者 

これは管理当番も置かないということで、完全に閉門になるということですか。 

○学校教育課長 

そうですね。 

○教育長 

学校には、誰もいないということです。 

○職務代理者 

そういうことですね。 

○教育長 

何か学校に用事があったら、教育委員会へ連絡してくださいということですね。 
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○職務代理者 

では、御承知おきください。 

○委員 

ちょっと教えてください。これは、先生方はウエルカムなんですかね、そういう形にすることって。

お休みをみんなばらばらに設定してとっていたりしていますよね、今の状況だと。 

○学校教育課長 

ウエルカムかどうかはわかりませんが、正直夏休みというものが全然とれてないというのが現状で

す。ここは休みなさいと言われれば、みんな休むかなとは思うんですけどね。 

○職務代理者 

夏休みですしね。 

○委員 

先生方の中には、この夏休みの間で、ちょっとまとめて休みをとって海外に語学研修に行きたいと

か、そういうことを考えられる方もおみえになるかなと思ったりしたんですけども、そういうような

ことには影響しないですか。事例は少ないかもしれないですけども。 

○教育長 

全然問題ないです。 

振替等を夏季休業中にとるとか、いろんな方法がありますのでね。これは、とりあえず県も会議等、

出張等を行わない。それから、市も学校は全て閉じておりますということであるので、それ以外に休

みとるのは、これは本人がいろんな研修等調整する中でとれますので。 

○委員 

わかりました。ありがとうございました。 

○委員 

これ、愛知県だけじゃなくて日本全国ですか。 

○教育長 

愛知県だけですね。 

○委員 

愛知県だけね。わかりました。 

○職務代理者 

よろしいですか。では、そのほかにありましたらお願いします。 

どうぞ。 

○学校教育課長 

鳳来中の学校訪問ですが、２３日、ちょうど台風が接近しておりまして、今の台風情報ですと２３

日の午前中ぐらいからかなり激しい状況になりそうですので、ひょっとすると学校訪問ができないか

もしれません。その場合、明くる日２４日ではどうかということで、今検討しているところです。 

また、その際には、委員に、御連絡を差し上げるということでよろしいでしょうか。 

○職務代理者 

はい、わかりました。結構です。あとはよろしいですか。 

○職務代理者 
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では、ほかにないようですので、次回の定例会会議は１１月２２日、２時半から、またここで行い

ますので、御予定をよろしくお願いします。 

では、以上をもちまして１０月の定例教育委員会会議を終了いたします。どうもお疲れさまでした。 

 

閉会 午後３時２５分 
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